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福島県では、水の日（８月１日）、及び水の週間（８月１日～７日）の行事の一環とし

て、広く水に関する関心を高め、理解を深めることを目的として、本県の次代を担う中学

生を対象とした水の作文コンクールを次のとおり実施します。

１ テーマ

「水について考える」（題名は自由）

水は、地球上のあらゆる生命の源です。また、水は、自然の力によって循環する資源

です。

水は、この循環の中で私たちの毎日の暮らしや、農業、工業などの産業活動を支える

重要な資源となっているほか、地域の個性ある豊かな水辺環境や文化の形成にも大きな

役割を果たしています。この重要な資源である水を私たちの暮らしの中で不自由なく使

えるように、ダムをつくって水を貯めたり、水をきれいにし各家庭に配るなど様々な努

力がなされています。

福島県は、河川の水源のほとんどが県内にあるという源流県であり、私たちの水への

かかわり方は、下流に暮らす県外の人々や海などの環境にも大きな影響を与えます。

この機会に、水についての理解を深めるとともに、この限りある貴重な水資源を未来

に引き継ぐため、日常生活での体験や家庭、学校で学び聞いた話などをもとに、いま一

度水を見つめ「水について」考えてみましょう。

例題 「大切な水」、「水不足を体験して」、「命を支える水」、「ダムの役割」、

「水と暮らし」、「水源を守る」、「水のある風景」、「水環境の保全」等

２ 応募資格

県内の中学生

（平成２４年度に県内の中学校に在学中の者、または、これらの者と同じ学齢の者）

３ 原 稿

４００字詰原稿用紙４枚以内

（日本語により表記された個人作品で未発表のものに限ります。）

４ 応募締め切り日

平成２４年５月１１日（金）到着分有効

（平成２４年３月までに書かれた作品については、４月からの新学年で応募してくだ

さい。）

５ 応募方法

(1) 作文には、本文の前（原稿用紙枠内）に題名、学校名（ふりがな）、学年、氏名

(ふりがな)を記入のうえ、学校経由または直接応募してください。

(2) 学校からの応募の場合、「応募者一覧表」を添付してください。

６ 応募及び問い合わせ先

福島県 企画調整部 土地・水調整課

住 所 〒960-8670 福島市杉妻町２－１６（住所記入不要）

電 話 （０２４）５２１－７１２３（直通）



７ 審 査

(1) 県審査（全日本中学生水の作文福島県コンクールの審査）

６月上旬までに審査を行い、入賞作文（優秀賞３編、入選２編程度、佳作10編程度）

を選定します。このうち優秀賞３編については、本県代表として国が行う第３４回

「全日本中学生水の作文コンクール」へ応募します。

(2) 全日本中学生水の作文コンクールの審査

７月中旬に国土交通省において審査を行い、入賞作文を決定します。

８ 賞及び副賞

(1) 全日本中学生水の作文福島県コンクール

優秀賞 ３編 賞状、副賞

入選 ２編程度 賞状、副賞

佳作 １０編程度 賞状、副賞

(2) 全日本中学生水の作文コンクール

最優秀賞 １編 賞状、盾、副賞(国土交通大臣賞)

優秀賞 ４編程度 賞状、盾、副賞

(内１編は国土交通省水管理・国土保全局水資源部長賞)

入選 ３０編程度 賞状、副賞

参加賞（応募者のうち上記以外の者全員）

９ 入賞発表

(1) 全日本中学生水の作文福島県コンクール

６月中旬に所属学校を通じて入賞者へ通知します。

(2) 全日本中学生水の作文コンクール

７月中旬に所属学校を通じて入賞者へ通知します。

10 賞状等の授与

(1) 全日本中学生水の作文福島県コンクール

優秀賞、入選の受賞者は、表彰式において賞状及び副賞を授与します。

佳作受賞者の賞状及び副賞については、所属学校を通じて送付します。

(2) 全日本中学生水の作文コンクール

最優秀賞及び優秀賞の受賞者は、国土交通省に招待し、賞状、盾及び副賞が授与さ

れます。

入選者へは、賞状及び副賞が所属学校を通じて送付されます。

11 作文集等

福島県コンクールの入賞作文を集めた作文集を作成し、中学校等へ配布します。

また、入賞作文は福島県ホームページ「ふくしまの水に関する情報」に約１年間掲載

するとともに、「水の週間」における展示会等で掲示します。

12 応募上の注意

(1) 入賞作文については、作文のほか、記載された学校名・学年・氏名を福島県ホーム

ページや作品集に掲載するほか、報道機関を含めた関係者へも提供することとなりま

すので、予めご承諾の上、ご応募下さい。

(2) 応募作文の使用権は、福島県に帰属します。

ただし、「全日本水の作文コンクール」に応募した作文の使用権は国土交通省に帰

属します。

(3) 応募作文の返却は行いません。

(4) 応募作文に記載の個人情報は、本コンクールの運営に必要な範囲内で利用します。

応募者の同意なく、利用目的を超えて利用することはありません。

13 その他

主 催 福島県

後 援 福島県教育委員会


